
別紙様式１

住宅型有料老人ホーム

重要事項説明書

記入年月日 令和元年９月 26 日

記入者名 松本良三 所属・職名 めいと新座志木　管理者

１．事業主体概要

事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

　

事業主体の名称

法人の種類 　営利法人

名称

（フリガナ）カブシキガイシャメイトケア

　　株式会社　めいとケア

事業主体の主たる

事務所の所在地

〒270-0004

千葉県松戸市殿平賀56-1

事業主体の連絡先

電話番号 047-312-1234

ＦＡＸ番号 047-312-1235　

ホームペー

ジアドレス

なし

あり：http:// mate-care.com

事業主体の代表者の

職名及び氏名

職名 代表取締役　

氏名 持田　満輔　

事業主体の設立年月日 平成12年 2月 21日



事業主体が埼玉県内で実施する他の介護サービス

介護サービスの種類 事業所の名称 所在地

＜居宅サービス＞

　

訪問介護 あり なし
めいと新座志木

訪問介護事業所
新座市野火止5-18-21

訪問入浴介護 あり なし 　 　

訪問看護 あり なし 　 　

訪問リハビリテーション あり なし 　 　

居宅療養管理指導 あり なし 　 　

通所介護
あり

なし リハぷらざしき 埼玉県志木市本町2-

5-46

通所リハビリテーション あり なし 　 　

短期入所生活介護 あり なし 　 　

短期入所療養介護 あり なし 　 　

特定施設入居者生活介護 あり なし 　 　

福祉用具貸与 あり なし 　 　

特定福祉用具販売 あり なし 　 　

＜地域密着型サービス＞

　

定期巡回・随時訪問介護・看護 あり なし 　 　

夜間対応型訪問介護 あり なし

認知症対応型通所介護 あり なし 　 　

小規模多機能型居宅介護 あり なし 　 　

認知症対応型共同生活介護 あり なし 　 　

地域密着型特定施設入居者生活介護 あり なし 　 　

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 あり なし 　 　

複合型サービス あり なし

居宅介護支援 あり なし
めいと新座志木居

宅介護支援事業所

新座市6-19-1

ハイツサーティーン 102

＜居宅介護予防サービス＞

　

介護予防訪問介護 あり なし
めいと新座志木

訪問介護事業所

新座市6-19-1

ハイツサーティーン 102

介護予防訪問入浴介護 あり なし 　 　

介護予防訪問看護 あり なし 　 　

介護予防訪問リハビリテーション あり なし 　 　

介護予防居宅療養管理指導 あり なし 　 　

介護予防通所介護
あり

なし リハぷらざしき 埼玉県志木市本町2-

5-46

介護予防通所リハビリテーション あり なし 　 　

介護予防短期入所生活介護 あり なし 　 　

介護予防短期入所療養介護 あり なし 　 　

介護予防特定施設入居者生活介護 あり なし 　 　

介護予防福祉用具貸与 あり なし 　 　

特定介護予防福祉用具販売 あり なし 　 　

＜地域密着型介護予防サービス＞

　

介護予防認知症対応型通所介護 あり なし 　 　

介護予防小規模多機能型居宅介護 あり なし 　 　

介護予防認知症対応型共同生活介護 あり なし 　 　

介護予防支援 あり なし 　 　

＜介護保険施設＞

　

介護老人福祉施設 あり なし 　 　

介護老人保健施設 あり なし 　 　

介護療養型医療施設 あり なし 　 　



２．施設概要

施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

　

施設の名称
（ふりがな）　　めいとにいざしきいちごうかん

　めいと新座志木 1号館

施設の所在地
〒352-0011

埼玉県新座市野火止5-18-21

施設の連絡先

電話番号 　048-480-5515

ＦＡＸ番号 　048-480-5553

ホームページ

アドレス

なし

あり：http:// www.mate-care.com

施設の開設年月日 　平成17年 4月 1日

施設の管理者の職名及び氏名
職名 　管理者

氏名 　松本良三

施設までの主な利用交通手段

　
東武東上線「志木」駅からバス５分、「北野入口」停留所から徒歩１分

ＪＲ武蔵野線「新座」駅から徒歩１５分

施設の類型及び表示事項 　類型　　住宅型有料老人ホーム

　 《表示事項》

○居住の権利形態：利用権方式

○利用料の支払い方式：一時金方式

○入居時の要件：入居時自立・要支援・要介護

○介護保険：在宅サービス利用可

○居室区分：全室個室

○その他：相部屋あり（2人部屋）



３．従業者に関する事項

職種別の従業者の人数及びその勤務形態

　

有料老人ホームの人数及びその勤務形態

　

実人数
常勤 非常勤

合計
常勤換算

人    数専従 非専従 専従 非専従

管理者 1 1 0.5　1号館兼務

施設長 1 1 0.5

生活相談員（ケア長） 1 0.5

看護職員 1 1 2 1

介護職員 5 8 13 3.0

機能訓練指導員

計画作成担当者

栄養士

調理員 （1） （2） （9） （12）
めいと新座志木

2号館兼務

事務員 1 1 1

その他従業者（ヘルパー補

佐）
　 4 4 2

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間

※　常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務す

べき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。

　

従業者である介護職員が有している資格

　

延べ人数
常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従

社会福祉士 　

介護福祉士 3 2

実務者研修修了者 3 4
初任者研修修了者（ヘルパー2級含

む）
1 2

介護支援専門員 　

従業者である機能訓練指導員が有している資格 　

　

延べ人数
常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従

理学療法士 　 　 　 　

作業療法士 　 　 　 　

言語聴覚士 　 　

看護師及び准看護師 　 1 　1

柔道整復士 　 　 　 　

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師 　 　 　 　

夜勤を行う看護職員及び介護職員の人数　

人　数 夜勤帯平均人数

（19時 30分～7時 30分）

最少時人数

（休憩者等を除く）

看護職員 0 0

介護職員 2 1



特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者の人数及びその勤務形態

　

実人数
常勤 非常勤

合計
常勤換算

人数専従 非専従 専従 非専従

生活相談員 　 　 　 　 　 　

看護職員 　

介護職員 　

機能訓練指導員 　 　 　 　 　 　

計画作成担当者 　 　 　 　 　 　

その他従業者 　 　 　 　 　 　

１週間のうち、常勤の従事者が勤務すべき時間数 　

※　常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべ

き時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。

　

従業者である介護職員が有している資格

　

延べ人数
常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従

社会福祉士 　 　 　 　

介護福祉士 　 　 　 　

介護職員基礎研修 　 　 　 　

訪問介護員１級 　 　 　 　

訪問介護員２級 　 　 　 　

訪問介護員３級 　 　 　 　

介護支援専門員 　 　 　 　

従業者である機能訓練指導員が有している資格

　

延べ人数
常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従

理学療法士 　 　 　 　

作業療法士 　 　 　 　

言語聴覚士 　 　 　 　

看護師及び准看護師 　 　 　 　

柔道整復士 　 　 　 　

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師 　 　 　 　

管理者の他の職務との兼務の有無 あり なし

　
管理者が有している当該業務に係る資

格等
なし あり

資格等の名称

　

特定施設入居者生活介護の利用者に対する看護職員及び介護職員の常勤換算方

法による人数の割合
　



従業者の当該介護サービスに係る業務に従事した経験年数等

　

　
看護職員 介護職員 生活相談員

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

前年度１年間の採用者数 4 1

前年度１年間の退職者数 6 2

業務に従事した経験年数

　

１年未満の者の人数 3

１年以上３年未満の者の人数 1

３年以上５年未満の者の人数 2 1

５年以上 10年未満の者の人数 1 1 4 1

10年以上の者の人数

　
機能訓練指導員 計画作成担当者

常勤 非常勤 常勤 非常勤

前年度１年間の採用者数

前年度１年間の退職者数

業務に従事した経験年数

　

１年未満の者の人数

１年以上３年未満の者の人数

３年以上５年未満の者の人数

５年以上 10年未満の者の人数

10年以上の者の人数

従業者の健康診断の実施状況 なし あり



４．サービスの内容

施設の運営に関する方針

　

利用者が当施設において、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう生活サー

ビスの援助を行う。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービス

との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

介護サービスの内容、利用定員等

　

個別機能訓練の実施（介護報酬の加算）の有無 なし あり

夜間看護体制加算（介護報酬の加算）の有無 なし あり

人員配置が手厚い介護サービスの実施の有無 なし あり

利用者の個別的な選択による介護サービスの実施状況 別紙

協力医療機関の名称 医療法人社団　白報会　わこう在宅診療所

　

（協力の内容）
診療のための医師派遣、日常の健康管理、看護指導、他の医療機関に入院を要する場合の紹介、外来

受診、入院治療

（診療科：内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、眼科、リハビリテーション科）

協力歯科医療機関 なし あり その名称　　エンジェル歯科

　

（協力の内容）

診療のための医師派遣、日常の健康管理、看護指導、他の医療機関に入院を要する場合の紹介、緊急

の相談、連絡の受入

要介護時における居室の住替えに関する事項

　

要介護時に介護を行う場所

各居室



　　

入居後に居室を住み替える場合

　

一時介護室へ移る場合

　

判断基準・手続について

　

（その内容）

医師又は看護師等の判断により、認知症など特別な身体状況にあり、行動が他の入居者の

生活又は健康に重大な影響を及ぼす場合又は共同生活ができないとみなされた場合は入居

者および身元保証人の同意を得た上で移動。

追加的費用の有無 なし あり

居室利用権の取扱い

　

（その内容）

前払金及び従前居室の家賃の清算は１ヶ月に満たない期間の場合、退去日までの日割計算

をした額とする。移動後の前払金及び家賃は移動居室の料金プランによる。

入居一時金償却の調整の有無 なし あり

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり

従前居室との仕様の変更

　

便所の変更の有無 なし あり

浴室の変更の有無 なし あり

洗面所の変更の有無 なし あり

台所の変更の有無 なし あり

その他の変更の有無 なし あり

　

（その内容）

他の居室へ移る場合

　

判断基準・手続について

　

（その内容）

医師又は看護師等の判断により、認知症など特別な身体状況にあり、行動が他の入居者の

生活又は健康に重大な影響を及ぼす場合又は共同生活ができないとみなされた場合は入居

者および身元保証人の同意を得た上で移動。

追加的費用の有無 なし あり

居室利用権の取扱い

　

（その内容）

前払金及び従前居室の家賃の清算は１ヶ月に満たない期間の場合、退去日までの日割計算

をした額とする。移動後の前払金及び家賃は移動居室の料金プランによる。

入居一時金償却の調整の有無 なし あり

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり

従前居室との仕様の変更

　

便所の変更の有無 なし あり

浴室の変更の有無 なし あり

洗面所の変更の有無 なし あり

台所の変更の有無 なし あり

その他の変更の有無 なし あり

　
（その内容）

　 　 　 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） なし あり

　 判断基準・手続について

　 （その内容）



追加的費用の有無 なし あり

居室利用権の取扱い

　

（その内容）

入居一時金償却の調整の有無 なし あり

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり

従前居室との仕様の変更

　

便所の変更の有無 なし あり

浴室の変更の有無 なし あり

洗面所の変更の有無 なし あり

台所の変更の有無 なし あり

その他の変更の有無 なし あり

　

（その内容）

施設の入居に関する要件

　

自立している者を対象 なし あり

要支援の者を対象 なし あり

要介護の者を対象 なし あり

留意事項 　

契約の解除の内容 　

体験入居の内容 　

入居定員 　

その他 　



 

入居者の状況

　

入居者の人数（報告に関する計画の基準日の前月末日）

　 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

６５歳未満

６５歳以上７５歳未満 1 1 1 3

７５歳以上８５歳未満 4 3 2 3 12

８５歳以上 　　5 8 7 8 28

　 自立 要支援１ 要支援２ 合計

６５歳未満 1 1

６５歳以上７５歳未満 1 1

７５歳以上８５歳未満 5 3 8

８５歳以上 4 　　5 2 11

入居者の平均年齢　 84.9

入居者の男女別人数　 男性 14 女性 49

入居率（一時的に不在となっている者を含む） 97.1％

前年度に退去した者の人数

　

　 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

自宅等

社会福祉施設

医療機関

死亡者 2 4 6

その他

　 自立 要支援１ 要支援２ 合計

自宅等

社会福祉施設

医療機関

死亡者

その他

入居者の入居期間

　
入居期間 ６ヶ月未満

６ヶ月以上

１年未満

１年以上

５年未満

５年以上 10

年未満

10年以上 15

年未満
15年以上

入居者数 4 7 20 16 18



７．施設、設備等の状況



施設、設備等の状況

　

建物の構造
建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物 なし あり

建築基準法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物 なし あり

居室の状況

区分 室数 人数 １の居室の床面積

一般居室個室 あり なし 39 27.92㎡

一般居室相部屋
あり

なし

　 26　 33.01～65.13㎡

　 　 ㎡

　 　 ㎡

一時介護室 あり なし 　 　 ㎡

あり なし

　 　 ㎡

　 　 ㎡

　 　 ㎡

あり なし 　 　 ㎡

共用便所の設置数 2
うち男女別の対応が可能な数 0

うち車いす等の対応が可能な数 3

個室の便所の設置数 62
個室における便所の設置割合 100％

うち車いす等の対応が可能な数 65

浴室の設備状況 浴室の数
個浴 大浴槽 特殊浴槽 リフト浴

65 1 （1）

　その他、浴室の設備に関する事項

食堂の設備状況 　

　入居者等が調理を行う設備状況 なし あり

その他、共用施設の設備状況

　 なし あり
（その内容）

健康管理室・談話室・厨房・浴室・汚物処理室・洗濯室

バリアフリーの対応状況

　
（その内容）

緊急通報装置の設置状況 なし 一部あり 全居室内にあり

外線電話回線の設置状況 なし 一部あり 全居室内にあり

テレビ回線の設置状況 なし 一部あり 全居室内にあり

施設の敷地に関する事項

　

敷地の面積 3,000.4㎡　

事業所を運営する法人が所有 なし 一部あり あり

　抵当権の設定 なし あり

貸借（借地）

　
なし

あり
契約期間 始 　 終 　

　 契約の自動更新 なし あり

施設の建物に関する事項

　

建物の構造 鉄筋コンクリート造　地上 3階建

建物の延床面積 2615.74㎡

事業所を運営する法人が所有 なし 一部あり あり

　抵当権の設定 なし あり

貸借（借家）

　 なし
あり

契約期間 始 平成16年 12月 1日 終 平成37年 2月 28日

　 契約の自動更新 なし あり

８．利用者からの苦情窓口等

利用者からの苦情に対応する窓口等の状況

　事業主体や施設に設置している利用者からの苦情に対応する窓口

　窓口の名称 苦情対応窓口

電話番号  048-480-5515

対応している時間 平日  9:00～18:00



土曜  9:00～18:00

日曜・祝日  9:00～18:00

　
 年中無休

年中無休

上記以外の利用者からの苦情に対応する主な窓口等

　

窓口の名称 新座市役所　高齢者福祉課

電話番号  048-477-1111

対応している時間

平日 8：30～17：15

土曜 休み

日曜・祝日 休み

　
定休日等 土曜・日曜・祝祭日・年末年始

サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応

　

損害賠償責任保険の加入状況

　 なし あり

（その内容）

東京海上日動火災保険株式会社の「賠償責任保険」に加入しており、ｻｰﾋﾞ

ｽ提供上の事故により入居者の生命などに損害が発生した場合、不可抗力

による場合を除き賠償される。人身 2億

その他、介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関すること

　 なし
あり （その内容）

速やかに市区町村、利用者の家族に連絡を行うとともに必要な措置を取る

サービスの提供内容に関する特色等

　

（その内容））

当施設に入居された方が、その能力に応じた日常生活が送られるように生活全般のサービスを行

います。

利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

　

利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況

　 なし あり
実施した年月日 　

当該結果の開示状況 なし あり

第三者による評価の実施状況

　
なし

あり

実施した年月日 　

実施した評価機関の名称 　

当該結果の開示状況 なし あり



９．利用料金

利用料の支払い方法 一時金方式 月払い方式 選択方式

敷金 円（家賃の　　ヶ月分）

一時金方式

　 一時金及び月単位で支払う利用料

年齢に応じた金額設定 なし あり

要介護状態に応じた金

額設定
なし あり

料金プラン

プラン名

称
一時金 月額 （内訳）

計
家賃相

当額

介護

費用

食費

（30日）

光熱

水費
管理費

Aタイプ
320万～

400万
162,975円 55,000円 53,460円 0円 54,515円

Bタイプ
400万～

500万
173,118円 60,000円 53,460円 0円 59,658円

Cタイプ 900万 195,317円 75,000円 53,460円 0円 66,857円

Dタイプ 1600万 251,175円 100,000円 53,460円 0円 97,715円

D2タイ

プ
1800万 271,175円 120,000円 53,460円 0円 97,715円

※介護保険サービスの自己負担額は含まない。

算

定

根

拠 家賃相当

額

家賃賃貸料、原価償却費等月額 570万円

入居者68名につき一人あたり83,000円の経費負担、他、初期投資費用総額

に対し、居室数 62室の1室あたりの工事負担金額、建物賃貸料、経費、租税

公課、建物維持、経費など換算、及び施設職員人件費として相当額を設定。

近傍同種の家賃相当額と比較、妥当な額を考慮し、1人あたり月額家賃を

Ａタイプ 225,960円～243,293円、Ｂタイプ 253,293円～104,166円、Ｃタイ

プ 379,460円、Ｄタイプ 550,293円、Ｄ 2タイプ 641,960円、とする。
家賃前払金（一時金）として一部徴収するため、家賃相当額は 55,000円（Ａタ

イプ）～120,000円（Ｄ 2タイプ）とする。

食費
1日あたり￥1,782（課税）

朝食 420円・昼食 630円・夕食 682円

1ヶ月（30日）あたり53,460円

光熱水費
管理費に含む

管理費 水光熱費、共用部修繕管理費、管理部門にかかる人件費として一室あた

り設定

一時金

1 人あたり月額家賃（Ａタイプ 225,960円～243,293円、Ｂタイプ

253,293円～104,166円、Ｃタイプ 379,460円、Ｄタイプ 550,293円、

Ｄ 2タイプ 641,960円）－月額家賃相当額（Ａタイプ 55,000円～

Ｆタイプ 120,000円）×（想定居住期間 48 月）

その他 介護用品費は別途実費負担

一時金の償却に関する事項

　 償却開始日の設定 入居日 平成　　年　　月　　日

初期償却率（％）　0％
想定居住期間を超

えて契約が継続す

る場合に備えて受

領する額

無

権利金等

（※）の額

（※）平成24年 3月 31日までに老人福祉法第 29条第 1項の規定により届出がされた施

設に限る。



償却年月数

（想定居住期間）
48ヵ月

契約終了時返還金の算定方法及び返還金の例

一時金×〔(48ヶ月-入居月数)÷48ヶ月〕

※但し、入居月及び退居月については、日割りにて返金する。

保全措置の実施

状況
なし あり

（保全先）日証金信

託銀行

三月以内の契約終了による返還金について

三月の起算日 入居日 平成　　年　　月　　日

契約終了日までの利用期間に係る利用料及び現状回復のための費用の算定方法

受領済みの一時金、利用料等から居室明け渡しまでの利用の対価として家賃（月の途中は

日割計算に基づく）費用及び原状回復費用を差し引いたうえで、差し引き残高を無利息で

返還する。

一時金の支払方法

契約日より入居日までに指定銀行へ全額振込とする。

月払い方式

月単位で支払う利用料

年齢に応じた金額設

定

要介護状態に応じた

金額設定

料金プラン

プラン名

称

月額 （内訳）

計 家賃相当額 介護費用 食費
高熱水

費
管理費

※介護保険サービスの自己負担額は含まない。

算

定

根

拠

家賃相当額

食費

光熱水費

管理費

その他

一時金方式・月払い方式共通

利用者の個別的な選択による生活支援サービス利用料

個別的な選択による

生活支援サービス
なし あり

算定

根拠

料金改定の手続

料金の改定等にあたっては、目的施設が所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び

人件費等を勘案し、入居契約書第８条に定める運営懇談会の意見を聴いたうえで改定する。ま

た改定にあたっては、事業者は入居者及び身元引受人等へ事前に通知する



１０．その他

有料老人ホーム設置時の老人福祉法第２９条第１項に規定する届出 あり なし

有料老人ホーム設置運営指導指針の不適合事項

なし

あり （その内容）

１）有料老人ホームに供する土地建物には、有料老人ホーム事業以外の目的とする抵当権

その他有料老人ホームとしての利用を制限するおそれのある権利が存しないこととしてい

るが、本施設の土地建物には根抵当権が設定されている。

２）居室のある区域の廊下幅は、有効幅で中廊下 2.7ｍ以上（片廊下 1.8ｍ以上）とすべ

きところ、本施設の場合2.1ｍとなっている。

３）建築用途は、有料老人ホーム等とすべきところ共同住宅となっている。

添付書類：「介護サービス等の一覧表」

重要事項説明書及び一覧表・適合表の各項目について説明を受け、理解しました。

説明年月日　　　　　　　年　　　　月　　　　日

署名 　　　　　　　　印

説明年月日　　　　　　　年　　　　月　　　　日

説明者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　印


